
オーストラリアにイギリスによる入植が始まっ

たのが 1700年代，オーストラリア連邦が発足し

たのは 1901年であり，歴史的にこの国はまだ若

い。しかしながら，大量の移民を受け入れること

を選んで以降，独自の経済的，文化的発展を収め

てきた。医療においても同様であり，世界でも新

しい分野である緩和ケアも他国に対して情報を提

供・発信する側であるといえよう。

近年，さらにオーストラリアの緩和ケアの発展

は目覚しく，また 1987年，世界ではじめて緩和

ケアの教授が誕生したのもこの国である。

ここではそのオーストラリアの緩和ケア教育の

現状，教育研修プログラムなどについて述べる。

医学部はトータルで 6年，卒後臨床研修制度が

1～2年と日本と変わらないが，スペシャリスト

になるためには，さらに 3～7年の研修が必要と

なる。オーストラリアでも日本同様，医学部では

疾患の病理や治療に大きく時間を割き，interdis-

ciplinary managementや緩和ケアにおけるチーム

アプローチについて学ぶ機会は少ない 1）。

看護師免許は大学で 3年間の教育で取得可能で

あり，準看護師になる場合には TAFE（technical

and further education：政府が運営する州立高等

専門教育機関）で 1年以上の教育を受ける。看護

学部でも 1994年のレポート 2）では，死の教育は

5時間から 192時間と学校によって幅があり，内

容も統一されていないと報告されている。

しかしながら 2004年，The Australian and New

学生のための緩和ケア教育カリキュラム

はじめに
Zealand Society of Palliative Medicine（オースト

ラリア・ニュージーランド緩和ケア学会）は，学

部生が最低限の緩和ケアを学ぶためのカリキュラ

ムを作成した 3）。このカリキュラムでは，痛みや

症状をできるかぎり緩和することが患者の権利で

あり，医師の職務であるということ，死は生の一

部であり，逃れられないものであるということ，

私たちには患者の命を救う使命があるが，それは

死が治療できるものだということではないという

こと，また悲嘆・喪失への対応を知ることは医師

として重要なスキルであるということ，患者を全

人的にみることの必要性，ケアは常に患者の希望

が主体で行われるべきであるが，家族や社会的背

景なども考慮にいれる必要があるなどの基本的な

緩和ケアの概念に加え，ペインコントロール，そ

の他の症状コントロール，コミュニケーション，

家族のサポート，終末期における倫理的問題と意

思決定，悲嘆と遺族のケア，他職種間のチームワ

ーク，そして自分自身へのケアなど実用的な知

識・テクニックを学んでいく。

緩和医療の研修プログラムが初めて行われたの

は 1980 年代で，Sydney Institute of Palliative

Medicine（シドニー緩和医療研究所）であり 4），

その後，1990年代に Royal Australasian College

of Physicians（RACP）が内科系専門医としての

緩和ケア医の研修を始めている。スペシャリスト

になるためには 3年から 7年のトレーニングプロ

グラムを終える必要があるが，緩和ケアスペシャ

リストの場合は 3年間である。

オーストラリアでナースプラクティショナー

緩和ケアに関する資格
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（看護実践スペシャリスト）という職種ができた

のは 3年前であり，専門，働く分野によって各州

の看護協会によって認定されるが，その規定，種

類は州により異なる。緩和ケア分野のナースプラ

クティショナーはこのシステムの歴史が浅いこと

もあり，全オーストラリアで 4人のみである。ナ

ースプラクティショナーは国によっては薬物処方

の権限を与えられているが，オーストラリアでは

今のところ与えられていない。

2000年にオーストラリア政府，州政府，緩和

ケアに携わる従事者が連携して打ち出した The

National Palliative Care Strategy 5）は，①オースト

ラリア全土に適応される緩和ケアの方針，戦略と

サービスの開発と実現，②すべての死に逝く人が

利用可能な質の高い緩和ケアの供給を目指してい

る。

また，オーストラリアにはコミュニティナース

や general practitioner（家庭医，以下 GP）など

の地域医療や高齢者医療に携わるヘルスケアスタ

ッフが緩和ケアスキルを向上させるためのプログ

ラム A National Program of Experience in the

Palliative Approach（PEPA）6）がある。これは地

域医療や高齢者医療に関わるスタッフの緩和ケア

能力を高めるためのプログラムである。その中身

として，①死にゆく人とその家族などへのケア能

力を高める，②職種を超えて協働する能力を高

め，サポートする，③緩和ケア実践を経験する機

会を提供する，④死に逝く人に対するケアのスキ

ルや知識の向上を目指す，⑤機関，人同士のつな

がりを構築することを目標としている。特に地

方，遠隔地域のナースに呼びかけ，主要都市また

は大きな地方病院において，緩和ケアスペシャリ

ストとともに実習する機会を設けており，大きな

成果を得ている。遠隔地域のスタッフには交通費

の援助があり，研修の時間や場所がフレキシブル

に決められ，参加しやすいようになっている。

教育の手法としては，他職種参加型を取り入れ

ることも多い。これは緩和ケアが専門集団として

の知識とスキルを重要視し，チームワークの重要

医療従事者のための緩和ケア教育

性や実際はそれぞれの仕事がオーバーラップする

という性質 7）をうまく活用しているといえよう。

また，新たな学習の試みとして，振り返りを伴

う経験的学びは専門職者の緩和ケア提供の自信を

高め，患者や家族をサポートする能力を高める 8）

とのデータから，このような手法を大学院教育で

取り入れているところもある。

オーストラリアも日本同様，高齢化が進みつつ

あり 9），高齢者のためのナーシングホームも増え

続けている。こういった施設を終のすみかとする

人々も増えているわけだが，死にゆく人々へのケ

アの質には問題があるとの研究結果が出されてい

る 10）。これに伴い政府も高齢者ケア，特にナー

シングホームなどの施設における緩和ケアの向上

を目指し，4つの指針を打ち出した。

1．教育基準

オーストラリア連邦政府保健・発育省は，緩和

ケアを高齢者ケア施設で独自に取り入れられるよ

うに基本的な教育基準を作成し，2004年 11月，

すべての高齢者ケア施設に送付した。その教育基

準には，ナーシングホームにて緩和ケアを導入す

るに当たってのスタッフや管理の向上，または施

設方針の改善も組み込まれている。

2．教育プログラム

オーストラリア緩和ケア協会（Palliative Care

Australia）は，高齢者ケア部門とともに教育計

画，教育指針，全国各地でのワークショップに必

要な教材，高齢者ケア施設でのスタッフ教育に関

するガイドラインを作成した。このワークショッ

プは 2005年 9月より各地で開催される。

3．職業教育訓練システムへのオーストラリア高

齢者ケア資格の法人化

Community Services and Health Industry Skills

Council（コミュニティーサービス・健康産業技

能協議会）は，Edith Cowan Universityの作成し

た職業教育訓練システムにおける資格導入案を見

直し，改定した。これによって，高齢者ケアに携

わる者に対しての適正な資格が教育案に組み込ま

れることになる。

高齢者ケア施設における緩和ケア教育
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4．看護大学の教育理念の中に高齢者緩和ケアに

対する項目を導入

理念の中には，延命不可能な疾患を持つ人々，

またはその家族をサポートするための看護師とし

ての役割や，その基本的な専門職としての知識が

組み込まれる。また，看護学生の老人看護での実

習において，高齢者緩和ケアにの概念が取り入れ

られることも含まれている。この理念の目的は緩

和ケアを看護大学のカリキュラムを発展させると

ともに教員，生徒両方の知識の向上を行うことで

ある。

また，2003年，最新のエビデンスに基づき編

集された高齢者のための治療指針をのせた実用的

なハンドブックである『Australian Medicines

Handbook Drug Choice Companion : Aged Care』

がすべての認可高齢者施設に設置され，これによ

り施設でのケアに関わるスタッフ（GP，看護師，

その他の職種，学生，教育者など）の知識技術向

上が望まれている。

オーストラリアは，4万年前に遡る歴史と伝統

に加え，新しい文化が融合した国家である。2001

年の国勢調査ではオーストラリア外で出生した人

は全体の 23％に上り，200種類の言語が話されて

いるといわれる。それぞれのエスニックグループ

は固まって生活することが多く，長年オーストラ

リアに居住していても英語を少ししか，またはま

ったく理解できない人も多い（1996年の調査で

は 17％）。そのため，全国団体である Palliative

Care Australiaは，緩和ケア分野で働く医療者や

その他の人のために 20に及ぶ文化に関する冊子

（『Multicultural Palliative Care Guidelines』）11）を

1999年に発行した。

また，特殊な文化をもつオーストラリア固有の

民族であるアボリジニとトレス・ストレイト・ア

イランダーの緩和ケアについても積極的に教育が

なされ，2005 年より南オーストラリアの Flin-

ders University，北オーストラリアの Charles

Darwin Universityなどで科目を設けている。

多民族・多文化国家としての緩和ケア教育

膨大な知識と情報があふれている現在，どの分

野を選び学ぶのか，というのも大きな問題であ

る 12）。GPにしてみれば，年に数人の緩和ケアの

患者より他の分野の方が魅力的であったりするだ

ろう。しかしながら，日々発展する緩和ケアのス

キルを学んでもらうことも大切であり，柔軟な継

続教育提供の形を模索する必要がある。また，

Continuing Professional Development（継続的専

門能力開発）は医療の世界でも大きな市場となっ

ているが，こういったシステムを使いながらそれ

ぞれが自己学習能力を高めることは大きなポイン

トになるだろう。

また，適切な緩和ケア知識の提供のために

Palliative Care Australiaは学部教育，大学院教育，

すべての分野での現任教育などあらゆるレベルの

教育に緩和ケアスタッフが介入する必要があると

述べており 13），今後さらに現場と教育機関の関

係が密になっていくことが考えられる。

オーストラリアでも緩和ケアの分野での人材の

不足がいわれており，現在スペシャリストの育成

や学部教育，継続専門能力開発などに力が入れら

れている。緩和ケアの知識はあらゆる健康段階で

適応，活用されるものであるが，この概念も徐々

に一般の医療者にも浸透しつつある。また，緩和

ケア分野で働く人々も，他の分野と協働してつく

っていけるものがあることに気づきはじめてお

り，今後，他分野との協力しながら研究，教育が

進められていくのではないかと考えられる。
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